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「通信・放送の総合的な法体系の在り方〈平成 20 年諮問第 14 号〉 答申（案）」

に関し、下記のとおり意見を提出します。 

 
（記） 

 

項目 意見 

答申（案）全体につい

て 

答申案が、「放送」の概念・名称を維持するとしたこと、また放送

業界のこれまでの業績を高くみていることを評価したい。 

一方で、放送事業者は言論報道機関の性格を持っていること

から、放送番組に限らず、放送事業全体に対して、行政当局の規

律・規制の枠を最小限にすることが、健全な発展につながるもの

であると考える。 

以下に当社に関係する個所について意見を述べるので、最終

答申に向けての検討に適切に反映していただくよう要望する。 

４． コンテンツ規律 

（３）具体的規律 

② 業務開始の手続き

等 

イ 事業形態の柔軟化

のための参入手続きの

見直し 

現行制度においてＢＳデジタル放送の委託放送業務は認定制

が採用されている。この審査は、初回審査をパスすれば、その後

の５年ごとの「認定の更新」時に表現の自由享有基準への適合審

査を受けるだけで再認定される仕組みである。 

現行審査法は、ＢＳデジタル放送の実態に即しており、最も合

理的で優れた審査法であると考える。新たな法体系においても、

同放送の認定は現行どおり「更新」とすべきである。 



４． コンテンツ規律 

（３）具体的規律 

③ 番組規律 

イ 基本計画の対象で

ある放送であって、「現

代社会の基盤を形成す

る役割」等を担うことは

事業者の任意に委ね、

「専門的情報の提供」を

中心とした機能・役割を

担うことが期待される放

送や、その放送メディア

全体で多様な放送番組

を確保しようという放送 

 特別衛星放送においては、その放送メディア全体で多様な放送

番組を確保すればよいこととなっており、新たな法体系においても

番組規律としてはこれで十分と考える。 

 
 

以 上 


